
委員会提出議案第５号 

 

 

紀の川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正につ

いて 

 

上記の議案を地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１０９条第６項及第７項並び

に紀の川市議会会議規則（平成１７年紀の川市議会規則第１号）第１４条第２項の規定

により、別紙のとおり提出します。 

 

令和２年１１月２７日 

 

紀の川市議会議長  村 垣 正 造 様 

 

提出者 紀の川市議会 

    議会運営委員会委員長  堂 脇 光 弘     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

議会議員の期末手当を改正するため。 

 

 



   紀の川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 

 

令和  年  月  日 

     条例第  号 

 

第１条 紀の川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（平成１７年紀の川市条例第４２号）の一部を次のように改正する。なお、 

改正部分は、次の表中下線の部分である。 

改   正   前 改   正   後 

（期末手当の支給） （期末手当の支給） 

第７条 略 第７条 略 

２ 期末手当の支給については、一般職の職員の例による。ただし、 

期末手当の算定の基礎として加算する額については、議員報酬の

月額に１００分の１５を乗じて得た額とし、期末手当基礎額に乗

じる割合については１００分の２２５とする。 

２ 期末手当の支給については、一般職の職員の例による。ただし、 

期末手当の算定の基礎として加算する額については、議員報酬の

月額に１００分の１５を乗じて得た額とし、期末手当基礎額に乗

じる割合については１００分の２２０とする。 

  

第２条 紀の川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分で

ある。 

改   正   前 改   正   後 

（期末手当の支給） （期末手当の支給） 

第７条 略 第７条 略 

２ 期末手当の支給については、一般職の職員の例による。ただし、 

期末手当の算定の基礎として加算する額については、議員報酬の

月額に１００分の１５を乗じて得た額とし、期末手当基礎額に乗

じる割合については１００分の２２０  とする。 

 

２ 期末手当の支給については、一般職の職員の例による。ただし、 

期末手当の算定の基礎として加算する額については、議員報酬の

月額に１００分の１５を乗じて得た額とし、期末手当基礎額に乗

じる割合については１００分の２２２．５とする。 

 



 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和３年４月１日から施行する。 


